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Ⅰ 経営戦略の改定 

 

１ 経営戦略改定の趣旨（背景） 

⑴ 現行の経営戦略について 

 本市水道事業では、平成 28 年４月に「会津若松市水道事業ビジョン」を改定し、「安全

な水の安定供給でくらしの未来を支え続ける水道～蛇口から 安心とどけ 未来まで～」の

基本理念のもと、今後 10年間の水道事業経営に関する施策目標を定め、水道づくりの指針

を示しました。 

 このような中、公営企業が将来にわたり安定的に事業を継続していくための中長期的な

経営の基本計画となる「経営戦略」の策定が国から要請され、本市においては、水道事業

ビジョンに掲げる基本理念や基本方針などを実現するための将来的な投資・財政計画とし

て経営戦略を策定し、各種施策や経営の効率化を図るなど、健全な事業運営に努めてきま

した。 

 現行の経営戦略（平成 28年度～令和７年度）が、今年度（令和７年度）で終期を迎える

ことから、令和８年度以降の新たな経営戦略の策定が必要となっています。 

 

⑵ 「経営戦略」の改定推進 

 中長期的な経営の基本計画である経営戦略については、経営基盤強化と財政マネジメン

ト向上の柱と位置付けられるものであり、策定した経営戦略に沿った取組等の状況を踏ま

えつつ、ＰＤＣＡサイクルを通じて質を高めていくため、３年から５年以内の見直しを行

うことが重要とされています。 

 こうした中、国から『「経営戦略」の改定推進について（令和４年１月２５日 総務省自

治財政局）』が発出され、「今後の人口減少等を加味した料金収入」「減価償却率や耐用年数

等に基づく施設の老朽化を踏まえた将来における所要の更新費用」「物価上昇等を反映した

維持管理費、委託費、動力費等の上昇傾向」などを投資・財政計画に反映させた経営戦略

の改定が求められています。 

 

２ 位置付け 

 上位計画である「会津若松市水道事業ビジョン」の改定を踏まえ、その基本理念や基本

方針などの実現に向けた中長期的な投資・財政計画として、新たな経営戦略を策定するも

のです。 

 なお、本経営戦略の計画期間は、水道事業ビジョンに合わせ、令和８年度から令和 17年

度とします。 

 

  



2 

 

Ⅱ 水道事業ビジョン【一部抜粋】 

 

１ 給水状況 

過去 10 年間で給水人口は減少傾向にあり、令和６年度には約 10.7 万人まで 12,966 人

（10.8 ポイント）減少しています。水道の給水普及率も平成 27 年度の 96.03％をピーク

に、緩やかに低下しています。給水量も平成 29年度をピークに減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※普及率は給水区域内における普及率     

図１ 給水人口の推移（会津若松市と湯川村の合算値） 

 

図２ 給水量の推移（会津若松と湯川村の合算値） 
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２ 経営状況 

⑴ 経営分析 

 平成 27 年度から令和６年度における収益と費用の推移を整理すると、収益については、

平成 29 年度をピークに有収水量が減少しましたが、平成 29 年度に料金改定があり、給水

収益が増加したものの平成 30年度をピークに減少しています。 

一方、費用に関しては、平成 29年度の浄水場更新により増加し、その後減少傾向であっ

たものの、令和４年度以降は増加傾向で推移しています。 

 

※数字は有収水量を示す。 

図３ 収益の推移 

 

 

※数字は営業費用（各費用の合計）を示す。    

図４ 費用の推移 
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 経営分析における施設の効率性、経営の効率性、財務の状況の３つの視点別の各指標の

推移を図５に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 経営分析における各指標の推移 
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 これらの指標から経営状態の分析を行った結果は次のとおりです。 

 

表１ 経営状況の分析 

 
 

３つの視点における分析結果から経営状態については以下のことがいえます。 

○施設の効率性については、経年的に悪化傾向が見られます。類似規模の水準から見て

も、低い状況であるため改善が必要です。 

○経営の効率性の悪化原因は収益性の低下にあります。給水量の減少とともに料金収

入が減少し続けている一方で、費用は増加傾向にあるため、さらなる改善が求められ

ます。 

○財務の状況については、経年的な評価としては望ましい方向を維持できていますが、

今後の動向を注意深く見守っていく必要があります。 

 

今後も有収水量が減少のまま推移すると、常に供給損失が発生し続ける状況となり、老

朽化に伴う水道施設・管路の更新や耐震化などの事業を遂行するためには、経営努力のみ

では限界があり、水の安定給水が立ち行かなくなることも想定されます。 

このような状況を回避し、安定給水を継続していくための方策として、現状の経営努力

を継続するとともに、事業計画・財政計画との調和を図りながら、適正な水道料金の見直

しについても検討することが必要となります。 
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⑵ 水道料金 

水道事業は、その運営にかかる経費が独立採算制を原則として水道料金によりまかなわ

れており、令和６年度では図６のとおり収入の 88％が給水収益となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 運営活動に係る収支（令和６年度値） 

 

 

本市の水道料金（口径 13㎜、１ヶ月）は 10m3あたり 1,496円で、20m3あたり 3,652円

です。福島県内の上水道事業と比較すると低い水準で、県内 37上水道事業のうち料金の

低い方から９番目となっています。 

なお、福島県の上水道全体の平均は、10m3あたり 1,952円。20m3あたり 3,763円となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    出典：福島県の水道（令和４年度） 

図７ 水道料金の分布 
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３ 水需給の見通し 

⑴ 人口の将来見通し 

本市の人口は、少子化傾向から減少傾向が継続することが見込まれ、令和 17年度には現

在よりも約１割程度減少すると見込まれます。水道普及率が上昇したとしても、給水人口

は現状よりも減少し、94,722人程度になると推計されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８ 行政区域内人口の見通し（会津若松市と湯川村の合算値） 

 

 

※普及率は行政区域内人口における普及率 

図９ 給水人口と普及率の見通し（会津若松市と湯川村の合算値） 
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⑵ 給水量の将来見通し 

給水量は、会津若松市と湯川村に分けて、有収水量の用途別（家庭用、業務用、工場用）

に推計しました。推計方法は過去の実績をもとにした時系列傾向分析を用い、有収率や負

荷率等は実績値から設定しました。 

その結果、本市の一日最大給水量は、給水人口の減少に伴い、現状よりも約７％程度減

少すると見込まれ、令和 17年度には 39,558m3／日になるものと推計されました。 

 

※会津若松市と湯川村の地区別に推計   

図 10 給水量の推計方法 

 

図 11 給水量と一人一日給水量の見通し（会津若松市と湯川村の合算値） 
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４ 基本理念 

新水道事業ビジョンでは、本市の第７次総合計画で示されているまちづくりのコンセプ

トや、次期総合計画に盛り込まれる基本政策を実現するため、「安全な水の安定供給で く

らしの未来を支え続ける水道」を基本理念とし、その実現に向け各種施策を推進していき

ます。 

また、会津若松市水道事業の目指すべき将来像として、水道法の精神である「清浄にし

て豊富低廉な水の供給を図る」ことをあるべき姿とし、現行ビジョンの基本方針である、

「安全」、「強靭」、「持続」の３つの方針を踏襲し、施策を推進していきます。 

 

 

図 12 新水道事業ビジョンにおける基本方針 
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５ 基本方針 

⑴ 基本方針１：安全 “水道水の品質確保に配慮した安全な水道” 

 水源から蛇口（給水栓）までの水質管理を徹底するため、水道水源の確保と環境保護に

努め、水質管理体制をさらに充実させ、安全でおいしい水道水を供給します。 

また、多様化する利用者ニーズに応えるために、安全な水道水の安定供給や貯水槽水道

の衛生管理などの給水サービス向上を図ります。 

さらに、水道経営全般の情報については、市のホームページ等を活用した情報公開の推

進を図ることにより透明性を高め、市民との信頼関係を堅持して開かれた水道行政の実現

を目指します。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 安全 
水道水の品質確保に配慮した安全な水道 

 

✓ 水道水源の確保と環境保護 

✓ 水質管理の徹底 

✓ 給水サービスの向上 

✓ 開かれた水道行政の実現 
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⑵ 基本方針２：強靭 “確実な安定給水のための強靭な水道” 

本市の水道施設総合整備計画について見直しを行い、それに基づき、施設や管路の計画

的な更新・整備を実施します。 

また、東日本大震災等の経験を教訓に、ハードウェア面（水道施設の耐震化等）とソフ

トウェア面（災害時における復旧体制の強化等）の両面について水道事業の災害対策を講

じ、水道水を確実に給水できる安定的で強靭な水道を目指します。 

さらにデジタル技術の導入や水道ビッグデータの活用による水道ＤＸの導入を推進し、

利用者サービスの向上や水道事業の最適化を目指します。 

 

 

 

 

  強靭 
確実な安定給水のための強靭な水道 

 

✓ 計画的な施設更新の実施 

✓ 水道施設の強化 

✓ 危機管理体制の強化 

✓ 水道DXの推進 



12 

 

⑶ 基本方針３：持続 “市民のくらしを支える持続可能な水道” 

将来に向けて、市民が安心して水道サービスの提供を受け続けることができる環境をつ

くるため、経営のさらなる健全化を目指し、アセットマネジメントによる更新需要の把握

を行い、これに対応する財源確保を検討した上で適正な水道料金となるよう見直しを実施

します。 

また、これまでの会津若松水道ＤＸの取組推進に加えて、デジタル技術導入による水道

ＤＸ人材の育成に注力しながら職員研修・自己研鑽による人材育成、技術力の確保に努め

ます。 

国の上下水道ＤＸ施策に基づく水道事業の基盤強化策により、水道事業においても水道

ＧＸ実現の検討や省エネ・再エネの推進を行い、持続可能性社会（ＳＤＧｓ）に向けた取

り組みを推進します。 

さらに、公民連携や広域的な連携を強化し、ＰＰＰ/ＰＦＩ導入の検討などに取り組み、

市民のくらしを支え続ける持続可能な水道を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

  

持続 
市民のくらしを支える持続可能な水道 

 

✓ 経営の健全性維持 

✓ 人材育成の強化 

✓ 公民連携の推進 

✓ 広域的な連携の強化 

✓ 利用者サービスの向上 

✓ 地球温暖化への対策 
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６ 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 13 新水道事業ビジョン施策体系図 
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Ⅲ 投資・財政計画 

 

１ 収支の見通し 

⑴ 収益的収支 

収益的収支の見通しは、図 14のとおりです。 

 
 

 収益的収支では、計画期間である令和８年度と令和 17年度の見込額を比較すると、人口

減少による給水収益の減少などにより収入全体は 2 億 6,500 万円程度減少し、一方で、労

務単価や物価の上昇などにより支出全体は 4 億 6,300 万円程度増加する見込みとなってい

ます。 

これにより、純利益については 10年間で 7億 2,800万円程度減少する見込みであり、令

和９年度からは純損失（赤字）が生じ、令和 11年度には、前年度からの繰越利益剰余金で

当年度の赤字を補填しきれず、欠損金が生じる見込みとなっています。 

このため、令和９年度以降の収支均衡を図るためには、より一層の経費節減や水道料金

水準の見直しによる収益の確保に努めていく必要があります。 

なお、令和 16年度については、東山浄水場更新事業に伴う資産の一括除却を見込んでお

り、一時的に費用が増加し赤字額が大きくなっています。 

 

各項目の設定条件については、次のとおりです。 

  

図14　収益的収支の現状と将来見通し
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① 給水収益 

令和３年３月に策定した「水道わかまつ施設整備アクションプラン」（以下「アクション

プラン」という。）における有収水量の推計値（令和６年度補正）を用いて算出しています。 

 給水収益は、給水人口の減少などに伴う有収水量の減少により今後も減少していくもの

と見込んでおり、令和８年度に 25 億 6,726 万円見込まれる料金収入が、令和 17 年度には

23億 4,724万円（▲8.6％）となる見通しです。 

 
 

② 長期前受金戻入 

 令和６年度末の予定戻入額に令和７年度以降の資産の取得に係る戻入見込額を反映し算

出しています。 

 

③ 上記①②以外の収入 

 事業費用または、令和７年度当初予算計上額を基に算出しています。また、一部、年度

によって増減の大きな項目については、過去３年間の実績を基に算出しています。 

 

④ 人件費 

 期間中は、現在の人員を維持するものとし、令和７年１月１日現在と同数としています。

費用については、令和７年度当初予算計上額を基準とし、厚生労働省「勤労統計調査」等

による人件費の上昇を見込んだ金額を計上しています。 

 

  

図15　有収水量と水道料金収入の推移
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※勤労統計調査とは… 

雇用、給与及び労働時間について、全国的変動を明らかにすることを目的とした調査で、統計法に

基づいて、国の重要な統計調査である基幹統計調査として実施されている。 
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⑤ 修繕費 

 修繕計画に基づいた大規模修繕が必要な施設を計上するとともに、緊急修繕に係る費用

を一定額確保するものとして算出しています。 

 なお、令和８年度から令和 11年度において、一部修繕工事の財源として、修繕引当金（令

和６年度末残高：約１億 2,000万円）の取崩しを見込んでいます。 

 

⑥ 委託料 

 浄水場運転管理等業務委託や送配水施設維持管理等業務委託などの第三者委託をはじめ

とし、現行の委託方式を基本として、今後の労務単価や物価の上昇（当初予算の伸び率等）

を踏まえた費用を見込んで算出しています。 

 

⑦ 受水費 

大戸配水区再編事業に伴う増加分を見込んだ会津若松地方広域市町村圏整備組合からの

受水予定量を基に、現在検討が進められている用水料金改定を反映して算出しています。 

 

⑧ 減価償却費 

 令和６年度末の予定償却額に令和７年度以降の資産の取得や廃棄による償却額増減見込

みを反映し算出しています。 

 

⑨ 支払利息 

令和６年度末予定償還額に、令和７年度以降の企業債新規発行見込額に対して５年据置・

25 年元金均等償還・利率 2.7％（令和７年度「会津若松市中期財政見通し」を参考）で算

出した額を加算して算出しています。 

 

⑩ 上記④～⑨以外の支出 

 令和７年度当初予算計上額を基本として、隔年で発生する費用や特定の年度に発生が見

込まれる費用について調整を加え算出しています。 
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⑵ 資本的収支 

資本的収支の見通しは、図 16のとおりです。 

 
 

資本的収支では、計画期間である令和８年度以降、収入、支出ともにほぼ横ばいで推移

していくと見込んでいますが、令和 12 年度から令和 16 年度までは東山浄水場の更新に伴

い、収入は企業債の借入により、支出は建設費用により、大幅に増加する見込みとなって

います。 

資本的収支は、基本的に収入に比べ支出が多くなりますが、この不足額については、損

益勘定留保資金や過去の利益処分による減債積立金などの補填財源により補填します。 

図 16のとおり、令和８年度における補填財源残高は 30億 4,500万円程度と見込んでおり、

令和 13年度までは不足額を補填できますが、収益的収支の純損失（赤字）により利益処分

による減債積立金などへの新たな積立ができないことや大戸配水区再編事業、東山浄水場

更新等による支出額の増加などにより、令和 14年度からは補填財源がマイナスになる見通

しであるため、水道料金水準の見直しによる収益の確保を図るとともに、水需要に見合っ

た施設の統廃合やダウンサイジングなどによる費用の抑制に努めていく必要があります。 

 

各項目の設定条件については、次のとおりです。 

 

① 企業債 

 企業債残高の低減を図る取組みとして、借入額は、起債対象となる建設改良費から、補

助金等の特定財源を控除した事業費を基に、企業債償還金以下となるよう算出しています

が、令和 12年度からは東山浄水場の更新に伴う借入により、企業債残高が増加する見込み

です。 

 

図16　資本的収支の現状と将来見通し
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R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

資本的収支の現状と将来の見通し

資本的収入 資本的支出 補填財源残高

資本的収支

（百万円）

補填財源

（百万円）

実績

（R7は見込）
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② 出資金 

 機構改革に伴う駐車場整備事業のために借り入れた企業債や統合前の湯川村簡易水道事

業債に係る他会計からの繰出金については、企業債元金の償還計画を基に、公営企業繰出

基準等を用いて算出しています。 

 

③ 補助金 

 老朽管更新事業、重要給水施設配水管整備事業、大戸配水区再編事業における国庫補助

金等を計上しました。東山浄水場更新事業にも国庫補助金の活用を想定していますが、対

象となる高度浄水処理施設の事業費が確定していないため計上していません。 

 

④ 上記①～③以外の収入 

 事業費用を基に、過去の実績等を踏まえて算出しています。 

 

⑤ 建設改良費 

 アクションプランの事業計画を基に、策定後に変更となった部分を反映して算出してい

ます。 

主な内容は、大戸配水区再編事業、東山浄水場更新事業、老朽管更新事業、重要給水施

設配水管整備事業、災害時給水拠点整備事業などで、期間中の全体事業費は 224 億 3,800

万円程度を見込んでいます。 

 
 

⑥ 企業債償還金 

 令和６年度末予定償還額に、令和７年度以降の企業債新規発行見込額に対して５年据置・

25年元金均等償還で算出した額を加算して算出しています。 

 

図17　建設改良費の推移
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建設改良費の推移建設改良費

（百万円）

実績

（R7は見込）

東山浄水場の更新
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⑶ 投資・財政計画 

 巻末資料「投資・財政計画」のとおり 

 

 

２ 効率化・経営健全化の取組み 

⑴ 施設の適正化、効率的な施設の更新 

大戸配水区再編事業や東山浄水場更新事業においては、給水人口の減少を踏まえた水需

要予測と施設の現状分析に基づいた施設の統廃合・ダウンサイジング等による施設の適正

化を進め、更新費用やその後の維持管理経費の縮減を図っていきます。また、配水管等の

更新においては、デジタル技術を活用した管路診断に基づく更新管路の絞り込み等による

効率的な施設の更新等に取り組み、設備投資や維持管理経費の縮減を図っていきます。 

 

⑵ 水道料金の改定 

 投資・財政計画では、令和９年度から純損失が生じる見込みとなっていることから、市

民生活や事業活動に必要不可欠なライフラインである水道を、将来にわたって持続可能な

事業としていくため、経費の節減に加え、収支見通しを踏まえた水道料金水準の見直しを

行っていきます。その際には、公益社団法人日本水道協会の「水道料金算定要領」を参考

に、基本水量の見直しも含めた現行の料金体系のあり方についても検討していきます。 

 

⑶ 広域連携 

人口減少や施設の老朽化、技術職員の不足などの課題に対し、安定的かつ持続可能な水

道経営を確保するためには、事業体間の連携・協力を通じて、広域的な視点から効率化と

経営基盤の強化を図ることが重要となります。 

このため本市では、会津若松地方広域市町村圏整備組合等との技術連携基本協定に基づ

き、相互支援や人材育成などの技術連携を継続的かつ計画的に推進し、将来にわたる広域

的な連携体制の強化を図っていきます。 

 

⑷ 公民連携 

本市（公）と民間企業（民）がそれぞれの強みを活かして事業を推進する「公民連携」

は、重要な経営手法であり、民間のノウハウや資金、マネジメント力を積極的に活用する

ことで、効率的かつ持続可能な事業運営体制を構築し、長期的な経営安定を図ることを目

的としています。 

これにより、本市水道事業においては、水道法第 24条の３に基づく包括的業務委託（第

三者委託）体制を継続的に活用し、その実効性を高めるとともに、将来的なウォーターＰ

ＰＰ（長期契約による維持管理と更新を一体的にマネジメントする方式）の導入を見据え

た、新たな公民連携手法の導入検討などにより、維持管理の安定性向上と経営効率化を進

めていきます。 
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Ⅳ 経営戦略の事後検証 

経営戦略の推進にあたっては、目標の達成状況を定期的・定量的に検証・評価し、実施

手法の改善や計画の見直し等に反映させていく必要があります。 

進捗管理（モニタリング）は、毎年度、計画（Plan）、実施(Do)、検証及び評価(Check)、 

改善及び見直し(Action)の一連のＰＤＣＡサイクルにより行います。 

また、５年を目途に見直しを実施し、特に目標として設定する事後検証指標について、

達成状況を検証及び評価し、改善策の実施や計画の見直しを行います。 

なお、社会情勢など水道事業を取り巻く環境に大きな変化がある場合や、水道料金の改

定について具体的な改定時期や改定率等が明らかになった場合には、随時見直しを行うこ

ととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事後検証指標

施策目標 業務指標
現状
（R6）

目標
（R17）

経常収支比率 102.41% 100％以上

料金回収率 96.89% 100％以上

有収率 83.83% 90.00%

計画的な施設更新の実施 管路更新率 0.34% 0.62%

経営の健全性維持



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資  料 



様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． (A) 2,687,328 2,713,056 2,743,601 2,718,609 2,676,270 2,640,233 2,615,395 2,596,712 2,564,402 2,538,245 2,513,188 2,494,505
(1) 2,559,530 2,528,075 2,567,264 2,549,460 2,517,369 2,492,972 2,468,134 2,449,451 2,417,141 2,390,984 2,365,927 2,347,244
(2) (B) 40,716 30,276 23,088 12,840 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
(3) 127,798 144,265 146,061 146,061 146,061 146,061 146,061 146,061 146,061 146,061 146,061 146,061

２． 207,628 215,120 203,723 203,269 202,970 202,567 203,265 211,575 208,494 194,391 204,742 188,240
(1) 1,880 3,524 3,776 3,729 3,681 3,632 3,582 3,532 3,484 3,442 3,408 3,384

1,880 3,524 3,776 3,729 3,681 3,632 3,582 3,532 3,484 3,442 3,408 3,384

(2) 185,143 184,108 177,800 178,193 178,342 178,788 179,536 187,896 184,863 170,802 181,187 164,709
(3) 20,605 27,488 22,147 21,347 20,947 20,147 20,147 20,147 20,147 20,147 20,147 20,147

(C) 2,894,956 2,928,176 2,947,324 2,921,878 2,879,240 2,842,800 2,818,660 2,808,287 2,772,896 2,732,636 2,717,930 2,682,745
１． 2,708,329 2,787,179 2,786,416 2,844,664 2,880,831 2,897,355 2,949,971 2,933,300 2,963,698 2,976,835 3,898,047 3,056,888
(1) 254,593 239,806 244,051 248,422 252,922 255,354 257,822 260,324 262,867 265,446 268,060 270,712

120,349 117,095 118,815 120,562 122,334 123,557 124,793 126,041 127,303 128,577 129,863 131,161
26,837 16,217 16,455 16,697 16,942 16,942 16,942 16,942 16,942 16,942 16,942 16,942

107,407 106,494 108,781 111,163 113,646 114,855 116,087 117,341 118,622 119,927 121,255 122,609
(2) 1,215,152 1,327,054 1,336,954 1,371,317 1,392,458 1,391,152 1,414,128 1,390,430 1,421,890 1,433,382 2,419,944 1,436,557

10,238 11,283 11,283 11,283 11,283 11,283 11,283 11,283 11,283 11,283 11,283 11,283
31,854 39,990 56,008 57,127 50,987 44,344 61,125 48,700 52,350 52,262 54,305 52,012
4,540 6,560 5,090 5,090 5,090 5,090 6,690 5,090 5,090 5,090 5,090 6,790

1,168,520 1,269,221 1,264,573 1,297,817 1,325,098 1,330,435 1,335,030 1,325,357 1,353,167 1,364,747 2,349,266 1,366,472
(3) 1,238,584 1,220,319 1,205,411 1,224,925 1,235,451 1,250,849 1,278,021 1,282,546 1,278,941 1,278,007 1,210,043 1,349,619

２． 118,498 126,650 127,029 130,159 134,154 138,797 145,060 177,360 210,936 247,616 283,839 319,674
(1) 118,481 119,182 120,442 124,171 129,020 134,633 140,896 173,196 206,772 243,452 279,675 315,510
(2) 17 7,468 6,587 5,988 5,134 4,164 4,164 4,164 4,164 4,164 4,164 4,164

(D) 2,826,827 2,913,829 2,913,445 2,974,823 3,014,985 3,036,152 3,095,031 3,110,660 3,174,634 3,224,451 4,181,886 3,376,562
(E) 68,129 14,347 33,879 △ 52,945 △ 135,745 △ 193,352 △ 276,371 △ 302,373 △ 401,738 △ 491,815 △ 1,463,956 △ 693,817
(F) 737 1 1 1 1 1,741 1 1 1 1 1 1
(G) 997 1,354 1,282 1,707 1,282 1,517 1,282 1,282 1,282 1,288 1,358 1,496
(H) △ 260 △ 1,353 △ 1,281 △ 1,706 △ 1,281 224 △ 1,281 △ 1,281 △ 1,281 △ 1,287 △ 1,357 △ 1,495

67,869 12,994 32,598 △ 54,651 △ 137,026 △ 193,128 △ 277,652 △ 303,654 △ 403,019 △ 493,102 △ 1,465,313 △ 695,312
(I) 172,966 240,835 253,829 286,427 231,776 94,750 △ 98,378 △ 376,030 △ 679,684 △ 1,082,703 △ 1,575,805 △ 3,041,118
(J) 4,533,319 4,320,939 4,306,359 4,282,072 4,278,221 4,275,293 4,272,312 4,261,848 4,235,096 4,231,957 4,228,950 4,226,708

494,541 424,181 421,798 397,511 393,660 390,732 387,751 377,287 350,535 347,396 344,389 342,147
(K) 1,143,077 1,082,279 1,090,364 961,183 899,609 862,768 986,152 992,341 1,019,934 1,063,312 1,078,228 986,184

650,823 657,840 644,823 591,000 570,069 513,248 511,153 515,557 531,469 545,477 555,481 591,679

339,928 274,919 327,858 286,494 279,802 316,024 440,996 442,263 453,414 482,245 486,608 357,804
( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 2,687,328 2,672,340 2,713,325 2,695,521 2,663,430 2,639,033 2,614,195 2,595,512 2,563,202 2,537,045 2,511,988 2,493,305

(N)

(O)

(P)

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

収

益

的

支

出

営 業 費 用
職 員 給 与 費

基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費
修 繕 費

支 払 利 息

支 出 計
そ の 他

令和17年度令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度

補 助 金
他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

令和8年度

営 業 収 益

令和9年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度

営 業 外 収 益

収 入 計
そ の 他

そ の 他
減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

流 動 負 債

経 常 損 益 (C)-(D)
特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)

収

益

的

収

支

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金

収

益

的

収

入

材 料 費



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）
年　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． 439,800 540,200 501,100 510,800 501,500 501,500 1,441,500 1,489,300 1,616,400 1,616,400 1,616,400 666,200

２． 5,225 14,242 3,698 3,745 3,792 3,841 3,890 3,698 3,492 2,891 2,382 820

３． 9,828 29,924 69,750 69,750 69,750 69,750 69,750 69,750 24,000 24,000 24,000 24,000

４． 6,995 2,090 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

５．

６． 65,508 78,312 97,127 69,438 69,438 69,438 69,438 59,160 59,160 59,160 59,160 59,160

７． 33

８．

９．

(A) 527,356 664,801 677,675 659,733 650,480 650,529 1,590,578 1,627,908 1,709,052 1,708,451 1,707,942 756,180

(B) 3,641

(C) 523,715 664,801 677,675 659,733 650,480 650,529 1,590,578 1,627,908 1,709,052 1,708,451 1,707,942 756,180

１． 918,615 1,224,257 1,594,603 1,345,767 1,253,068 1,614,415 2,833,482 2,840,835 2,885,080 3,124,989 3,139,153 1,806,945

66,647 84,462 85,961 87,506 89,098 90,005 90,926 91,861 92,809 93,770 94,746 95,738

２． 648,465 650,823 658,196 644,823 591,000 570,069 513,248 511,153 515,557 531,469 545,477 555,481

３．

４．

５．

(D) 1,567,080 1,875,080 2,252,799 1,990,590 1,844,068 2,184,484 3,346,730 3,351,988 3,400,637 3,656,458 3,684,630 2,362,426

(E) 1,043,365 1,210,279 1,575,124 1,330,857 1,193,588 1,533,955 1,756,152 1,724,080 1,691,585 1,948,007 1,976,688 1,606,246

１． 953,876 1,116,554 1,445,831 1,221,668 1,092,826 1,400,343 1,077,134 443,965 40,374 △ 1,136,547 △ 3,799,953 △ 8,021,844

２． 434,581 1,034,076 700,045

３． 12,050

４． 77,439 93,725 129,293 109,189 100,762 133,612 244,436 246,039 254,220 276,030 277,318 156,208

(F) 1,043,365 1,210,279 1,575,124 1,330,857 1,193,588 1,533,955 1,756,152 1,724,080 994,639 △ 860,517 △ 3,522,635 △ 7,865,636

0 0 696,946 2,808,524 5,499,323 9,471,882

(G)

(H) 10,196,080 10,085,457 9,928,361 9,794,338 9,704,838 9,636,269 10,564,521 11,542,668 12,643,511 13,728,442 14,799,365 14,910,084

○他会計繰入金 （単位：千円）
年　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

37,641 51,789 51,789 51,789 51,788 51,788 51,788 51,787 51,787 51,787 51,787 51,786

37,637 51,786 51,786 51,786 51,786 51,786 51,786 51,786 51,786 51,786 51,786 51,786

4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1

5,768 14,720 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 6,000

4,568 13,520 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

43,409 66,509 58,989 58,989 58,988 58,988 58,988 58,987 58,987 58,987 58,987 57,786

令和17年度

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度令和9年度令和8年度

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

令和16年度

資

本

的

収

支

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

資

本

的

収

入

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

計

そ の 他

令和14年度 令和15年度 令和16年度

他 会 計 負 担 金

令和17年度

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度



全体総括

137.11

①経常収支比率は、100％を上回っているものの、
今後も有収水量の減少が見込まれることから、収益
の確保と経費削減に努めていく必要がある。
③流動比率は上昇傾向にあり、類似団体と同程度の
水準となっている。今後も浄水場更新整備のため借
入した企業債の償還を予定しており、引き続き財政
基盤の強化に取り組んでいく必要がある。
④企業債残高対給水収益比率は、企業債の新規発行
額を元金償還額以下に抑える取り組みを行ってお
り、企業債の残高は減少しているものの、給水収益
の減少により指数が横ばいとなっている。
⑤料金回収率は、100％を上回っているものの、経
常費用の増加等による給水原価の上昇により指数が
減少している。
⑥給水原価は、費用の増加及び有収水量の減少によ
り指数が上昇している。類似団体と比較して高い水
準にある。
⑦施設利用率は、平成30年度に浄水場のダウンサイ
ジングを行ったことにより大きく改善したが、人口
減少等による配水量の減少とともに減少傾向にあ
る。
⑧有収率は、創設当時から使用している老朽管の計
画的な更新に加え、AIを用いた管路更新の優先順位
付けやIoTを用いた漏水調査などの取り組みの継続
により、前年度と同水準となった。今後も有収率の
向上に向け、引き続き計画的な管路の更新、漏水の
早期発見・早期修理に取り組んでいく。

2. 老朽化の状況について

①有形固定資産減価償却率は、滝沢浄水場の更新に
より類似団体と比較して低い水準で推移していた
が、滝沢浄水場以外の浄水場や管路の老朽化が進ん
でおり、類似団体と同程度の水準まで上昇してい
る。
②管路経年化率及び③管路更新率は、計画的な老朽
管の更新を進めているが、類似団体と比較して低い
水準にある。今後、法定年数に達する管路の増加を
見込んでおり、アセットマネジメントの手法や
IoT、AIを活用した施設の更新について取り組みを
進める。

2. 老朽化の状況

給水区域面積(km2) 給水人口密度(人/km2) － 類似団体平均値（平均値）

平成29年度の料金改定により、平成30年度から利益
の確保は図られたものの、給水人口の減少や節水型
機器の普及、さらにはエネルギー価格の高騰や物価
上昇の影響により厳しい経営環境にある。
そのため、経営の健全性・効率性を図ることが重要
であり、さらなる有収率の向上を目指し、引き続き
計画的な管路の更新、漏水の早期発見・早期修理に
努めていく。また、給水人口の減少や施設の老朽化
が課題となる中で、水道施設を適切に管理していく
ためには、限られた財源で効率的に施設更新を進め
ていかなければならない。
今後は、工事施工品質の向上や漏水の早期発見、効
率的な水運用に向けて、IoT等を活用した取組みを
推進していくとともに、施設更新に併せて統廃合や
ダウンサイジングについても検討を進めていく。

792.39 【】 令和5年度全国平均

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

- 64.19 94.30 3,652 108,644

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円) 現在給水人口(人)

112,445 382.97 293.61 ■ 当該団体値（当該値）法適用 水道事業 末端給水事業 A3 自治体職員

経営比較分析表（令和5年度決算）
福島県　会津若松市

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km
2
) 人口密度(人/km

2
) グラフ凡例

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 0.37 0.39 0.47 0.35 0.34

平均値 0.66 0.67 0.62 0.60 0.58

102.00

104.00

106.00

108.00

110.00

112.00

114.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 105.68 108.77 109.23 109.47 107.25

平均値 112.82 111.21 111.89 109.99 110.20

44.00

45.00

46.00

47.00

48.00

49.00

50.00

51.00

52.00

53.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 47.11 48.29 49.74 51.19 52.43

平均値 48.69 49.62 50.50 51.28 51.95

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 5.45 5.83 6.60 8.97 9.47

平均値 18.26 19.51 21.19 22.64 24.49

①経常収支比率(％)

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

0.50

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

平均値 0.00 0.00 0.45 0.00 0.05

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00

450.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 233.77 252.00 315.46 363.56 384.74

平均値 358.91 360.96 351.29 364.24 369.82

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00

450.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 402.88 411.82 410.03 402.11 400.34

平均値 247.27 239.18 236.29 238.77 218.57

94.00

96.00

98.00

100.00

102.00

104.00

106.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 100.61 104.12 104.77 103.90 101.05

平均値 105.34 101.89 104.33 98.85 101.78

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 217.14 207.25 206.98 210.08 216.78

平均値 159.60 156.32 157.40 162.61 163.94

52.00

54.00

56.00

58.00

60.00

62.00

64.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 61.43 61.04 59.70 57.47 56.37

平均値 62.05 63.23 62.59 61.81 62.35

78.00

80.00

82.00

84.00

86.00

88.00

90.00

92.00

R01 R02 R03 R04 R05

当該値 82.47 82.34 82.91 84.95 84.61

平均値 89.11 89.35 89.70 89.24 88.71

②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対給水収益比率(％)

⑤料金回収率(％) ⑥給水原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧有収率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管路経年化率(％) ③管路更新率(％)

【108.24】 【1.50】 【243.36】 【265.93】

【89.42】【59.81】【177.56】【97.82】

【52.02】 【25.37】 【0.62】


